別記様式第４号(第６条関係)

資料受託証

　　年　　月　　日　　

　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　　　

　このたびくじら資料館に御寄託いただきました下記資料は、大切に保管し、市民文化の向上に役だたせていただきます。

記

	資料名
	作者名
	数量
	摘要

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	受託期間
	　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日まで



　受託の条件
　　１　受託資料は、くじら資料館所蔵の資料と同一の取扱いをします。
　　２　長門市くじら資料館条例施行規則第９条の規定により、受託資料が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失したときは、市はその責めを負いません。
　　３　受託資料の複写、模造、印刷物への掲載等を、くじら資料館以外の者が行う場合は、所有者の承諾を得て行います。
　　４　受託資料は、この資料受託証と引き換えにお返しします。







